
規 則

�愛媛県規則第３７号
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則（平成２４年愛媛県規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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� 目 次 �
規 則

○ 知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………（人事課）…７４４

○ 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………（税務課）…７４５

告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………（障害福祉課）…７４８

○ 保安林の指定（２件）…………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…７４８

○ 同意の成立（漁獲共済）……………………………………………………………………………………………………………………………………（漁政課）…７４９

○ 土砂災害警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…７４９

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７５１

○ 土砂災害警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７５８

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７５８

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局地域福祉課）…７６０

○ 指定介護予防サービス事業者の指定（２件）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６０

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６０

○ 指定居宅介護支援事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６１

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６１

○ 道路の区域変更（県道石畳中山線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…７６１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６１

○ 道路の供用開始（県道小田河辺大洲線）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７６２

訓 令

○ 副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令…………………………………………………………………………………………………（人事課）…７６２

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…７６２

○ 土地（埋立地）の売払い………………………………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…７６２

教育委員会告示

○ 教育委員長印の廃止……………………………………………………………………………………………………………………………………（教育総務課）…７６３

公安委員会規則

○ 愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………（警察本部交通企画課）…７６４

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める管理規程……………………………………（公営企業管理局総務課）…７６４

改 正 後 改 正 前

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規定によ

り、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第１順位 副知事 上甲俊史

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規定によ

り、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。

第１順位 副知事 上甲俊史
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第３８号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第１０号様式１を次のように改める。

第２順位 副知事 仙波�三 第２順位 副知事 長谷川淳二

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号

７４５



第１０号様式（第１条関係）

１ （通知書兼不足税額等納額告知書）県民税（法人分）、事業税（法人分）、地方法人特別税に係る分

（表）
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（裏）

愛
媛

県
報

平
成
２７
年
７
月
３１
日

第
２６９４

号

７４７



告 示

�������
�愛媛県告示第９７９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林を指定する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市丸野字クルス５１３１、５１５８、５１５９の１、５２４３、５２４５から５２

４７まで、字新道ノ上５１５４、字クルス川５１５６、５１５７、字小ヒラ５２５０、

５２５１、５２５３から５２５６まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２７年８月３日から施行する。ただし、第１０号様式３の改正規定及び附則第３項の規定は、平成２８年４月１日から施行

する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に交付している改正前の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第１０号様式１の規定による通知書兼不足税額等納額告知

書は、改正後の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（以下「新規則」という。）第１０号様式１の規定による通知書兼不足税額等納額告知書

とみなす。

３ 新規則第１０号様式３の規定は、平成３１年４月１日以後に課すべき県たばこ税について更正し、又は決定した場合の通知書兼不足税額等

納額告知書について適用し、同日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税について更正し、又は決定した場合の通知書兼不足税額

等納額告知書については、なお従前の例による。

�愛媛県告示第９７８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

第１０号様式（第１条関係）

１・２ 省略

３ （通知書兼不足税額等納額告知書）県たばこ税に係る分

第１０号様式（第１条関係）

１・２ 省略

３ （通知書兼不足税額等納額告知書）県たばこ税に係る分

省略 省略

課税標準数量（売渡し又は消費等の合

計本数）

本 本 課 税 標 準 数 量

（売渡し又は消

費等の合計本数）

旧３級品紙巻たばこ

以外の紙巻たばこ等

本 本

旧３級品紙巻たばこ

税 率 １，０００本につき 円 税 率

旧３級品紙巻たばこ

以外の紙巻たばこ等
１，０００本につき 円

旧３級品紙巻たばこ １，０００本につき 円

省略 省略

備考 省略

４～７ 省略

備考 省略

４～７ 省略

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

平野ごう薬局 今治市郷新屋敷町３丁目１－４２ 株式会社平野 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
７月１日

チェリー薬局 本郷店 新居浜市本郷３丁目５番３４号 有限会社 チェリー薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
７月１日

フロンティア薬局 本郷店 新居浜市本郷３丁目５－３１ 株式会社フロンティア 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
７月１日

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号

７４８



ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字クルス５１３１・５１５９の１・５２４３・５２４６・５２４７・字新道ノ上

５１５４・字小ヒラ５２５３から５２５５まで（以上９筆について次の図

に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林を指定する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市下島山字湯船甲２６１６の１から甲２６１６の３まで、甲２６１８、

甲２６１９、字湯船谷乙５８の３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字湯船甲２６１６の１から甲２６１６の３まで・甲２６１８・甲２６１９・

字湯船谷乙５８の３（以上６筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８１号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９８２号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

区 域 区 分

久良区域（久良漁業協同
組合の地区） 主としてまき網を使用して営む漁業

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

黒岩谷
川
２０２－
１００４－
２

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流

元瀬川
２０２－
１００５－
１

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流

登畑谷
川
２０２－
１０１９

今治市
登畑
（次の
図のと
おり）

土石流

砂場北
谷川
２０２－
１０４９

今治市
砂場町
２丁目
（次の
図のと
おり）

土石流

小部�
３４３－
１１７７

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流

馬刀潟
３４３－
１１７８

今治市
波方町
馬刀潟
（次の
図のと
おり）

土石流

岡�
３４３－
１１７９

今治市
波方町
岡
（次の
図のと
おり）

土石流

小部�
３４３－
１１８１

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流

岡�
３４３－
１１８５－
２

今治市
波方町
岡
（次の
図のと
おり）

土石流

馬刀北
川
３４３－
１１８６

今治市
波方町
馬刀潟
（次の
図のと
おり）

土石流

森上
３４３－
１１８７

今治市
波方町
森上
（次の
図のと
おり）

土石流

西浦�
３４３－
１１８９

今治市
波方町
西浦
（次の
図のと
おり）

土石流

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号
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芳谷川
３４３－
１１９２－
１

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流

波方�
３４３－
１１９５

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流

波方�
３４３－
１１９８

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流

郷�
３４３－
１２０１

今治市
波方町
郷
（次の
図のと
おり）

土石流

大浦
３４３－
１２０５

今治市
波方町
大浦
（次の
図のと
おり）

土石流

樋口�
３４３－
１２０８

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

養老�
３４３－
１２１１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流

養老�
３４３－
１２１２

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流

養老川
３４３－
１２２３

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流

養老�
３４３－
１２２４

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流

荒屋敷
川
３４３－
１２２５－
１

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

荒屋敷
川
３４３－
１２２５－
２

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

樋口�
３４３－
１２２８

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

片上西
川
３４３－
１２３１－
３

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

片上川
３４３－
１２３２－
１

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

多々良
川
３４３－
１２３５－
２

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流

中西谷
川
３４５－
１２５６

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流

講内川
３４５－
１２６０

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

土石流

菊出川
３４５－
１２６６

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流

泊北谷
川
３４６－
１２７８－
２

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流

北谷川
３４６－
１２９０－
４

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流

奥ノ谷
川
３４６－
１２９９

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流

上川谷
川
３４６－
１３０１

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流

コクボ
川
３４６－
１３０４－
１

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

土石流

コクボ
川
３４６－
１３０４－
２

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

土石流

西ノ谷
川
３４６－
１３１５

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流

東中川
３４７－
１３３３

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流

尾形川
３４７－
１３３８

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

今治土木事務所及び今治市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８３号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

久米川
３４７－
１３５３

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流

立石川
３４７－
１３６０－
２

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流

北奥川
３５４－
１４９７

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流

明治西
川
３５４－
１５０９

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流

安神川
３５４－
１５１０

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流

捨入通
川
３５４－
１５１２

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流

台添川
東川
３５４－
１５１５

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流

野々江
上林川
３５４－
１５２９

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流

口総奥
川
３５４－
１５３５

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流

西浦戸
川
３５４－
１５４１－
２

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

土石流

東白潟
川
３５５－
１５５２

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流

郷内川
３５５－
１５５３

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流

向川
３５５－
１５５６－
１

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流

向川
３５５－
１５５６－
２

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流

南向川
３５５－
１５５７

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流

東城ノ
谷川
３５５－
１５６０

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

砂場
２０２－
�－２１
１�

今治市
砂場町
２丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

砂場
２０２－
�－２１
１�

今治市
砂場町
２丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

近見Ｄ
２０２－
�－２２
２�

今治市
近見町
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

近見Ｄ
２０２－
�－２２
２�

今治市
近見町
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

石井Ａ
２０２－
�－２２
３�

今治市
石井町
５丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

石井Ａ
２０２－
�－２２
３�

今治市
石井町
５丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

桜井
２０２－
�－２５
５２�

今治市
桜井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

桜井
２０２－
�－２５
５２�

今治市
桜井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

旦
２０２－
�－２６
６０�

今治市
旦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

旦
２０２－
�－２６
６０�

今治市
旦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮崎Ａ
３４３－
�－３３
６�

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮崎Ａ
３４３－
�－３３
６�

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

港北Ｂ
３４３－
�－３４
４�

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

港北Ｂ
３４３－
�－３４
４�

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩谷Ｄ
３４５－
�－３８
５�

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩谷Ｄ
３４５－
�－３８
５�

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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池原
３４５－
�－４０
４�

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

池原
３４５－
�－４０
４�

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

歌仙
３４５－
�－４０
５�

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

歌仙
３４５－
�－４０
５�

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

吉田
３４５－
�－４１
７�

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

吉田
３４５－
�－４１
７�

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

仁江
３４６－
�－４２
０�

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

仁江
３４６－
�－４２
０�

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

南浦
３４６－
�－４２
１�

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

南浦
３４６－
�－４２
１�

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下田水
３４６－
�－４２
２�

今治市
吉海町
臥間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下田水
３４６－
�－４２
２�

今治市
吉海町
臥間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

椋名Ａ
３４６－
�－４２
４�

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

椋名Ａ
３４６－
�－４２
４�

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

津島
３４６－
�－４２
６�

今治市
吉海町
津島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

津島
３４６－
�－４２
６�

今治市
吉海町
津島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

津倉
３４６－
�－４２
７�

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

津倉
３４６－
�－４２
７�

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本庄Ａ
３４６－
�－４２
８�

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本庄Ａ
３４６－
�－４２
８�

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本庄Ｂ
３４６－
�－４２
９�

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本庄Ｂ
３４６－
�－４２
９�

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泊Ｃ
３４６－
�－４３
３�

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泊Ｃ
３４６－
�－４３
３�

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田浦Ｂ
３４６－
�－４３
５�

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田浦Ｂ
３４６－
�－４３
５�

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田浦Ｃ
３４６－
�－４３
６�

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田浦Ｃ
３４６－
�－４３
６�

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

志津見
３４６－
�－２１
�

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

志津見
３４６－
�－２１
�

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

名駒
３４６－
�－２３
�

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

名駒
３４６－
�－２３
�

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊倉
３５４－
�－５７
１�

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊倉
３５４－
�－５７
１�

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

黒岩谷
川
２０２－
１００４－
１

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 黒岩谷
川
２０２－
１００４－
１

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

黒岩谷
川
２０２－
１００４－
３

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 黒岩谷
川
２０２－
１００４－
３

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

黒岩谷
川
２０２－
１００４－
４

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 黒岩谷
川
２０２－
１００４－
４

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

元瀬川
２０２－
１００５－
２

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 元瀬川
２０２－
１００５－
２

今治市
孫兵衛
作
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上の谷
川
２０２－
１００７

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 上の谷
川
２０２－
１００７

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

湯ノ谷
川
２０２－
１００９

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 湯ノ谷
川
２０２－
１００９

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岡ノ谷
川
２０２－
１０１０－
１

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 岡ノ谷
川
２０２－
１０１０－
１

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岡ノ谷
川
２０２－
１０１０－
２

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 岡ノ谷
川
２０２－
１０１０－
２

今治市
長沢
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

二ノ谷
川
２０２－
１０１４

今治市
桜井
（次の
図のと
おり）

土石流 二ノ谷
川
２０２－
１０１４

今治市
桜井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

旦蓮谷
川
２０２－
１０１６

今治市
旦
（次の
図のと
おり）

土石流 旦蓮谷
川
２０２－
１０１６

今治市
旦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

八ケ谷
川
２０２－
１０１８

今治市
旦
（次の
図のと
おり）

土石流 八ケ谷
川
２０２－
１０１８

今治市
旦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

円久寺
谷川
２０２－
１０２０

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 円久寺
谷川
２０２－
１０２０

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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上城川
２０２－
１０２１－
１

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 上城川
２０２－
１０２１－
１

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上城川
２０２－
１０２１－
２

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 上城川
２０２－
１０２１－
２

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上城川
２０２－
１０２１－
３

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 上城川
２０２－
１０２１－
３

今治市
宮ケ崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

河原川
２０２－
１０３７

今治市
石井町
５丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 河原川
２０２－
１０３７

今治市
石井町
５丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

文箱下
川
２０２－
１０３９

今治市
石井町
５丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 文箱下
川
２０２－
１０３９

今治市
石井町
５丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

坊主谷
川
２０２－
１０４０

今治市
近見町
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 坊主谷
川
２０２－
１０４０

今治市
近見町
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

清水川
２０２－
１０４１

今治市
近見町
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 清水川
２０２－
１０４１

今治市
近見町
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

清水川
上川
２０２－
１０４２

今治市
近見町
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 清水川
上川
２０２－
１０４２

今治市
近見町
４丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

八幡谷
川
２０２－
１０４８

今治市
大浜町
２丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 八幡谷
川
２０２－
１０４８

今治市
大浜町
２丁目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮崎川
３４３－
１１７４

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

土石流 宮崎川
３４３－
１１７４

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高浜川
３４３－
１１７５

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

土石流 高浜川
３４３－
１１７５

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮崎
３４３－
１１７６

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

土石流 宮崎
３４３－
１１７６

今治市
波方町
宮崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小部南
川
３４３－
１１８０

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流 小部南
川
３４３－
１１８０

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

沢川
３４３－
１１８２

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流 沢川
３４３－
１１８２

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

天王川
３４３－
１１８３

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流 天王川
３４３－
１１８３

今治市
波方町
小部
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岡�
３４３－
１１８５－
１

今治市
波方町
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 岡�
３４３－
１１８５－
１

今治市
波方町
岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西浦�
３４３－
１１８８

今治市
波方町
西浦
（次の
図のと
おり）

土石流 西浦�
３４３－
１１８８

今治市
波方町
西浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西浦�
３４３－
１１９０

今治市
波方町
西浦
（次の
図のと
おり）

土石流 西浦�
３４３－
１１９０

今治市
波方町
西浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

芳谷川
３４３－
１１９２－
２

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 芳谷川
３４３－
１１９２－
２

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

芳谷川
３４３－
１１９２－
３

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 芳谷川
３４３－
１１９２－
３

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥川
３４３－
１１９３

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 奥川
３４３－
１１９３

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

波方�
３４３－
１１９４

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 波方�
３４３－
１１９４

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小池谷
川
３４３－
１１９７

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 小池谷
川
３４３－
１１９７

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

波方�
３４３－
１１９９

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 波方�
３４３－
１１９９

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

波方�
３４３－
１２００

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 波方�
３４３－
１２００

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

波方�
３４３－
１２０２

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 波方�
３４３－
１２０２

今治市
波方町
波方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

郷�
３４３－
１２０６

今治市
波方町
郷
（次の
図のと
おり）

土石流 郷�
３４３－
１２０６

今治市
波方町
郷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東昭寺
川
３４３－
１２０９

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 東昭寺
川
３４３－
１２０９

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２１３

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２１３

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号

７５３



養老�
３４３－
１２１４

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２１４

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２１５

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２１５

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２１６

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２１６

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２１７

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２１７

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２１８

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２１８

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老北
川
３４３－
１２１９

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老北
川
３４３－
１２１９

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２２０－
１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２２０－
１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２２０－
２

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２２０－
２

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

養老�
３４３－
１２２１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 養老�
３４３－
１２２１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塚の谷
川
３４３－
１２２２－
１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 塚の谷
川
３４３－
１２２２－
１

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塚の谷
川
３４３－
１２２２－
２

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 塚の谷
川
３４３－
１２２２－
２

今治市
波方町
養老
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

樋口�
３４３－
１２２６

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 樋口�
３４３－
１２２６

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

沢川
３４３－
１２２７

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 沢川
３４３－
１２２７

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片上西
川
３４３－
１２３１－
１

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 片上西
川
３４３－
１２３１－
１

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片上西
川
３４３－
１２３１－
２

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 片上西
川
３４３－
１２３１－
２

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片上西
川
３４３－
１２３１－
４

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 片上西
川
３４３－
１２３１－
４

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片上川
３４３－
１２３２－
２

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 片上川
３４３－
１２３２－
２

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

片上川
３４３－
１２３２－
３

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 片上川
３４３－
１２３２－
３

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

多々良
上川
３４３－
１２３４

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 多々良
上川
３４３－
１２３４

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

多々良
川
３４３－
１２３５－
１

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 多々良
川
３４３－
１２３５－
１

今治市
波方町
樋口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小倉川
３４５－
１２５３

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

土石流 小倉川
３４５－
１２５３

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

美ノ谷
川
３４５－
１２５５

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 美ノ谷
川
３４５－
１２５５

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西中西
谷川
３４５－
１２５７

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 西中西
谷川
３４５－
１２５７

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

半田川
３４５－
１２５９

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

土石流 半田川
３４５－
１２５９

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

歌仙滝
川
３４５－
１２６１

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

土石流 歌仙滝
川
３４５－
１２６１

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大畑川
３４５－
１２６２

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 大畑川
３４５－
１２６２

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大畑川
下川
３４５－
１２６３

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 大畑川
下川
３４５－
１２６３

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大上川
３４５－
１２６５

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 大上川
３４５－
１２６５

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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後山川
３４５－
１２６７

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 後山川
３４５－
１２６７

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥谷川
３４５－
１２６８

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 奥谷川
３４５－
１２６８

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神楽田
川
３４５－
１２７０

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 神楽田
川
３４５－
１２７０

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

谷川
３４６－
１２７４

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流 谷川
３４６－
１２７４

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

泊北谷
川
３４６－
１２７８－
１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 泊北谷
川
３４６－
１２７８－
１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

泊北谷
川
３４６－
１２７８－
３

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 泊北谷
川
３４６－
１２７８－
３

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西川
３４６－
１２８１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 西川
３４６－
１２８１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

狭口谷
川
３４６－
１２８２－
１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 狭口谷
川
３４６－
１２８２－
１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

狭口谷
川
３４６－
１２８２－
２

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 狭口谷
川
３４６－
１２８２－
２

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大久保
川
３４６－
１２８３－
１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 大久保
川
３４６－
１２８３－
１

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大久保
川
３４６－
１２８３－
２

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 大久保
川
３４６－
１２８３－
２

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北相田
川
３４６－
１２８４

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 北相田
川
３４６－
１２８４

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北上川
３４６－
１２８８－
１

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北上川
３４６－
１２８８－
１

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北上川
３４６－
１２８８－
２

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北上川
３４６－
１２８８－
２

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北谷川
３４６－
１２９０－
１

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷川
３４６－
１２９０－
１

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北谷川
３４６－
１２９０－
２

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷川
３４６－
１２９０－
２

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北谷川
３４６－
１２９０－
３

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷川
３４６－
１２９０－
３

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北谷川
３４６－
１２９０－
５

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷川
３４６－
１２９０－
５

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北谷川
３４６－
１２９０－
６

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷川
３４６－
１２９０－
６

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

八幡南
川
３４６－
１２９３

今治市
吉海町
八幡
（次の
図のと
おり）

土石流 八幡南
川
３４６－
１２９３

今治市
吉海町
八幡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

永地川
３４６－
１２９５

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 永地川
３４６－
１２９５

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田居川
３４６－
１２９７

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 田居川
３４６－
１２９７

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

友毛川
３４６－
１３００

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流 友毛川
３４６－
１３００

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南川
３４６－
１３０５

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

土石流 南川
３４６－
１３０５

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中田川
３４６－
１３０６

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 中田川
３４６－
１３０６

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宇津呂
谷川
３４６－
１３０７

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 宇津呂
谷川
３４６－
１３０７

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

林谷川
３４６－
１３０８

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 林谷川
３４６－
１３０８

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土取川
３４６－
１３１０

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 土取川
３４６－
１３１０

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号

７５５



水場上
川
３４６－
１３１１－
１

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 水場上
川
３４６－
１３１１－
１

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

水場上
川
３４６－
１３１１－
２

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 水場上
川
３４６－
１３１１－
２

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

正味川
３４６－
１３１２

今治市
吉海町
正味
（次の
図のと
おり）

土石流 正味川
３４６－
１３１２

今治市
吉海町
正味
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

正味西
川
３４６－
１３１３

今治市
吉海町
正味
（次の
図のと
おり）

土石流 正味西
川
３４６－
１３１３

今治市
吉海町
正味
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西名駒
川
３４６－
１３１４

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流 西名駒
川
３４６－
１３１４

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

名駒川
３４６－
１３１６

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流 名駒川
３４６－
１３１６

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

名駒西
川
３４６－
１３１７

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流 名駒西
川
３４６－
１３１７

今治市
吉海町
名駒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南浦東
川
３４６－
１３２２

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

土石流 南浦東
川
３４６－
１３２２

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

志津見
西川
３４６－
１３２３

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 志津見
西川
３４６－
１３２３

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

志津見
川
３４６－
１３２４

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 志津見
川
３４６－
１３２４

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

志津見
東川
３４６－
１３２５－
１

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 志津見
東川
３４６－
１３２５－
１

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

志津見
東川
３４６－
１３２５－
２

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 志津見
東川
３４６－
１３２５－
２

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

志津見
東川
３４６－
１３２５－
３

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 志津見
東川
３４６－
１３２５－
３

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

立石川
西川
３４７－
１３２６

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 立石川
西川
３４７－
１３２６

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

立石川
東川
３４７－
１３２８

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 立石川
東川
３４７－
１３２８

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西ノ川
上川
３４７－
１３２９

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 西ノ川
上川
３４７－
１３２９

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

峠川
３４７－
１３３２－
１

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 峠川
３４７－
１３３２－
１

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

峠川
３４７－
１３３２－
２

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 峠川
３４７－
１３３２－
２

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

峠川
３４７－
１３３２－
３

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 峠川
３４７－
１３３２－
３

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東下川
３４７－
１３３４

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 東下川
３４７－
１３３４

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

カレイ
北川
３４７－
１３３５

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 カレイ
北川
３４７－
１３３５

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

瀬戸川
３４７－
１３３９

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 瀬戸川
３４７－
１３３９

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

イモホ
リ川
３４７－
１３４０

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 イモホ
リ川
３４７－
１３４０

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

横手川
３４７－
１３４１

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 横手川
３４７－
１３４１

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥南川
３４７－
１３４６

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 奥南川
３４７－
１３４６

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

数原上
川
３４７－
１３４７－
１

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 数原上
川
３４７－
１３４７－
１

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

数原上
川
３４７－
１３４７－
２

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 数原上
川
３４７－
１３４７－
２

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

数原下
川
３４７－
１３４８

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 数原下
川
３４７－
１３４８

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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亀坂川
３４７－
１３４９

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 亀坂川
３４７－
１３４９

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

戸代中
川
３４７－
１３５１

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 戸代中
川
３４７－
１３５１

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上ノ地
下下川
３４７－
１３５７

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 上ノ地
下下川
３４７－
１３５７

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小野谷
川
３４７－
１３５８

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 小野谷
川
３４７－
１３５８

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下浜川
３４７－
１３５９

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 下浜川
３４７－
１３５９

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

立石川
３４７－
１３６０－
１

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 立石川
３４７－
１３６０－
１

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

立石南
川
３４７－
１３６１

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 立石南
川
３４７－
１３６１

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

友浦南
川
３４７－
１３６２

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 友浦南
川
３４７－
１３６２

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長間川
３５４－
１４９８

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流 長間川
３５４－
１４９８

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺山川
３５４－
１４９９

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流 寺山川
３５４－
１４９９

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古江川
３５４－
１５００

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流 古江川
３５４－
１５００

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

明日谷
川
３５４－
１５０３

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

土石流 明日谷
川
３５４－
１５０３

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上条谷
川
３５４－
１５０７

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流 上条谷
川
３５４－
１５０７

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塔円防
川
３５４－
１５１１

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流 塔円防
川
３５４－
１５１１

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

台添川
３５４－
１５１４

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 台添川
３５４－
１５１４

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東瀧山
川
３５４－
１５１７

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 東瀧山
川
３５４－
１５１７

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西山田
川
３５４－
１５２０

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 西山田
川
３５４－
１５２０

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西トマ
ガウチ
谷川
３５４－
１５２１

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 西トマ
ガウチ
谷川
３５４－
１５２１

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

笠松上
川
３５４－
１５２２

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 笠松上
川
３５４－
１５２２

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

笠松南
川
３５４－
１５２４

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 笠松南
川
３５４－
１５２４

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

笠松下
川
３５４－
１５２５

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 笠松下
川
３５４－
１５２５

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊倉川
３５４－
１５２６

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 伊倉川
３５４－
１５２６

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

野々江
大川南
川
３５４－
１５２７

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
大川南
川
３５４－
１５２７

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

野々江
奥林川
３５４－
１５３０

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
奥林川
３５４－
１５３０

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

野々江
奥林北
川
３５４－
１５３１－
１

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
奥林北
川
３５４－
１５３１－
１

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

野々江
奥林北
川
３５４－
１５３１－
２

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
奥林北
川
３５４－
１５３１－
２

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

野々江
下川
３５４－
１５３２

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
下川
３５４－
１５３２

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

今治土木事務所及び今治市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

口総奥
川
３５４－
１５３３

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 口総奥
川
３５４－
１５３３

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田中川
３５４－
１５３４

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 田中川
３５４－
１５３４

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西口総
本川
３５４－
１５３６

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 西口総
本川
３５４－
１５３６

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

千田ノ
木川
３５４－
１５３７

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 千田ノ
木川
３５４－
１５３７

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

浦戸川
３５４－
１５４０

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

土石流 浦戸川
３５４－
１５４０

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西浦戸
川
３５４－
１５４１－
１

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

土石流 西浦戸
川
３５４－
１５４１－
１

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

新開谷
川
３５４－
１５４２

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 新開谷
川
３５４－
１５４２

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥の谷
川
３５４－
１５４３

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 奥の谷
川
３５４－
１５４３

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西宗方
川
３５４－
１５４４

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 西宗方
川
３５４－
１５４４

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

数ケ谷
川
３５４－
１５４６

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 数ケ谷
川
３５４－
１５４６

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

数ケ谷
南川
３５４－
１５４７

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 数ケ谷
南川
３５４－
１５４７

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

藤の木
川
３５４－
１５４８

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 藤の木
川
３５４－
１５４８

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

川の谷
川
３５４－
１５４９

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 川の谷
川
３５４－
１５４９

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

シゲイ
チ谷川
３５４－
１５５０

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 シゲイ
チ谷川
３５４－
１５５０

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺側川
３５５－
１５５５－
１

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 寺側川
３５５－
１５５５－
１

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺側川
３５５－
１５５５－
２

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 寺側川
３５５－
１５５５－
２

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岡村西
川
３５５－
１５５８

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 岡村西
川
３５５－
１５５８

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

城ノ谷
川
３５５－
１５５９

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 城ノ谷
川
３５５－
１５５９

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北大下
川
３５５－
１５６１

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 北大下
川
３５５－
１５６１

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大下川
３５５－
１５６２

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 大下川
３５５－
１５６２

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南大下
川
３５５－
１５６３－
１

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 南大下
川
３５５－
１５６３－
１

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南大下
川
３５５－
１５６３－
２

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 南大下
川
３５５－
１５６３－
２

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

道成川
２０７－
１０５１－
２

大洲市
柳沢
（次の
図のと
おり）

土石流
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律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

正伝寺
川
２０７－
１０８６

大洲市
菅田町
菅田
（次の
図のと
おり）

土石流 正伝寺
川
２０７－
１０８６

大洲市
菅田町
菅田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中板野
川
２０７－
１０９３

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 中板野
川
２０７－
１０９３

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上藤の
川
２０７－
１０９７

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 上藤の
川
２０７－
１０９７

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上天貢
川
２０７－
１１０８

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 上天貢
川
２０７－
１１０８

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

出来地
川
２０７－
１１１５

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 出来地
川
２０７－
１１１５

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

常森川
２０７－
１１２７

大洲市
北只
（次の
図のと
おり）

土石流 常森川
２０７－
１１２７

大洲市
北只
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

松尾下
川
２０７－
１１３４

大洲市
北只
（次の
図のと
おり）

土石流 松尾下
川
２０７－
１１３４

大洲市
北只
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

栄町川
２０７－
１１４６－
１

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 栄町川
２０７－
１１４６－
１

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

栄町川
２０７－
１１４６－
２

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 栄町川
２０７－
１１４６－
２

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

栄町川
２０７－
１１４６－
３

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 栄町川
２０７－
１１４６－
３

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

明日香
西川
２０７－
１１５６

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 明日香
西川
２０７－
１１５６

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

明日香
北川
２０７－
１１５７

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 明日香
北川
２０７－
１１５７

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

香田川
２０７－
１１６０

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 香田川
２０７－
１１６０

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下松久
保川
２０７－
１２０３

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

土石流 下松久
保川
２０７－
１２０３

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上池岡
川
２０７－
１２０５

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

土石流 上池岡
川
２０７－
１２０５

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

大根
２０７－
�－１１
９７�

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大根
２０７－
�－１１
９７�

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

池岡
２０７－
�－１２
０１�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

池岡
２０７－
�－１２
０１�

大洲市
上須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

藤ノ川
２０７－
�－１２
１６�

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

藤ノ川
２０７－
�－１２
１６�

大洲市
菅田町
宇津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長谷�
２０７－
�－１２
３１�

大洲市
長谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長谷�
２０７－
�－１２
３１�

大洲市
長谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

道成３
２０７－
�－２７
８７�

大洲市
柳沢
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

道成３
２０７－
�－２７
８７�

大洲市
柳沢
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

明日香
上
２０７－
�－１０
９�

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

明日香
上
２０７－
�－１０
９�

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

明日香
下
２０７－
�－１１
０�

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

明日香
下
２０７－
�－１１
０�

大洲市
平野町
野田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

露内
４２５－
�－１４
８７�

大洲市
河辺町
川崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

露内
４２５－
�－１４
８７�

大洲市
河辺町
川崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下大成
４２５－
�－１４
８９�

大洲市
河辺町
山鳥坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下大成
４２５－
�－１４
８９�

大洲市
河辺町
山鳥坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

芝川
２０７－
１０４９

大洲市
藤縄
（次の
図のと
おり）

土石流 芝川
２０７－
１０４９

大洲市
藤縄
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土居川
２０７－
１０５０

大洲市
田処
（次の
図のと
おり）

土石流 土居川
２０７－
１０５０

大洲市
田処
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

道成川
２０７－
１０５１－
１

大洲市
柳沢
（次の
図のと
おり）

土石流 道成川
２０７－
１０５１－
１

大洲市
柳沢
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第９８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年７月３１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年７月３１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９８８号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年７月３１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年７月３１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

サキ川
４２４－
１３３８

大洲市
肱川町
山鳥坂
（次の
図のと
おり）

土石流 サキ川
４２４－
１３３８

大洲市
肱川町
山鳥坂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

莵の尾
川
４２４－
１３４３

大洲市
肱川町
山鳥坂
（次の
図のと
おり）

土石流 莵の尾
川
４２４－
１３４３

大洲市
肱川町
山鳥坂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

菊池川
４２４－
１３５２－
１

大洲市
肱川町
宇和川
（次の
図のと
おり）

土石流 菊池川
４２４－
１３５２－
１

大洲市
肱川町
宇和川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

菊池川
４２４－
１３５２－
２

大洲市
肱川町
宇和川
（次の
図のと
おり）

土石流 菊池川
４２４－
１３５２－
２

大洲市
肱川町
宇和川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社アポトライ ラポールえびすデイサービス 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３番１０
号 平成２７年６月１２日 通所介護

有限会社アポトライ ラポールえびすショートスティ 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３番１０
号 平成２７年６月１２日 短期入所生活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社アポトライ ラポールえびすショートスティ 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３番１０
号 平成２７年６月１２日 介護予防短期入所

生活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社アポトライ ラポールえびすデイサービス 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３番１０
号 平成２７年６月１２日 介護予防通所介護

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号
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�愛媛県告示第９９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年７月３１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年７月３１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南訪問入浴介護事業所 愛媛県宇和島市丸之内５丁目５番１１号 訪問入浴介護 平成２７年６月１日

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南居宅介護支援センター南
宇和事業所 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２６５２ 居宅介護支援 平成２７年６月１日

きいちごケアプラン合同会社 きいちごケアプラン合同会社 愛媛県宇和島市保手２丁目９番１０号 居宅介護支援 平成２７年６月３日

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南訪問入浴介護事業所 愛媛県宇和島市丸之内５丁目５番１１号 介護予防訪問入浴
介護 平成２７年６月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石畳中山線
喜多郡内子町袋口５８９番３から

同町袋口５８９番２まで

旧 ８．７～１２．７ ０．０５５

新 ８．７～２２．３ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石畳中山線
喜多郡内子町袋口５８９番３から

同町袋口５８９番２まで
平成２７年７月３１日

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（埋立地）の売払い

� 売り払う土地（埋立地）の所在地、地目及び地積

物件番号 所在地 地目 地積

① 松山市大可賀三丁目１４６３番３ 雑種地 １２，３４０．７２㎡

② 松山市大可賀三丁目１４６１番３ 雑種地 ９，５３６．８４㎡

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

�愛媛県告示第９９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１５号
庁 中 一 般

副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

副知事の担任事務に関する規程の一部を改正する訓令

副知事の担任事務に関する規程（平成２４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年７月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂１９７６番から

同町山鳥坂１８０２番まで
平成２７年７月３１日

改 正 後 改 正 前

１ 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 副知事 仙波�三

ア・イ 省略

２ 省略

１ 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 副知事 長谷川淳二

ア・イ 省略

２ 省略

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年７月２１日 特定非営利活動法人
生命の貯蓄体操普及会 矢 野 順 子 松山市保免西１丁目３番１１号 この法人は、広く国民の健康長寿づくりのため、

東洋医学の考え方を基礎とした生命の貯蓄体操
（日本式気功養生術）の普及等を行い、疾病予
防と健康増進に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号
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教育委員会告示

規定に該当しない者であること。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び警察当局

から排除要請がある者でないこと。

ウ 倉庫業者、一般港湾運送事業者または貨物自動車運送事業

者または港湾の利用に資する者であること。

エ 本県の長期総合計画に賛同し、本県の方針に従う意思のあ

ること。

オ 松山港の港湾施設を有効に利用し、ひいては本県の産業経

済の発展に寄与する意思のあること。

カ 大気汚染、水質汚濁、騒音などの公害に対し十分な防止対

策を立て実施する意思を有すること。

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２７年７月３１日から平成２７年８月１７日までの勤務時間中

（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分ま

でをいう。）

イ 提出場所

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２６９１

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書

留郵便に準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出

すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２７年８月１７日（月）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付

場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

物件番号 日時

① 平成２７年８月７日（金）午後２時

② 平成２７年８月７日（金）午後３時

� 場所

売り払う土地（埋立地）の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

物件番号 日時

① 平成２７年８月２７日（木）午前１０時

② 平成２７年８月２７日（木）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第２別館５階土木部入札室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地（埋立地）の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年以内に、売り払う土地を

契約書記載の用途以外の用途に供しようとするときは、あら

かじめ知事の承認を受けなければならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、知事の承認を受ける

ことなく、売り払う土地に係る所有権、地上権その他の使用

若しくは収益を目的とする権利又は抵当権、質権その他の担

保物権の設定又は移転をしてはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�愛媛県教育委員会告示第６号
教育委員長印は、平成２７年７月３０日限り、廃止した。

平成２７年７月３１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛 媛 県 報平成２７年７月３１日 第２６９４号
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公安委員会規則

公営企業管理規程

�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年７月３１日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める管理規程を次のように定める。

平成２７年７月３１日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める管理規程

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年愛媛県条例第３２号）の施行期日は、平成２７年８月１日とする。

改 正 後 改 正 前

（運転者の遵守事項）

第１２条 法第７１条第６号の規定により、車両又は路面電車（以下「車

両等」という。）の運転者が遵守しなければならない事項は、次

の各号に掲げるものとする。

�～� 省略

� 普通自動二輪車（原動機の大きさが、総排気量については

０．１２５リットル以下、定格出力については１．００キロワット以下の

ものに限る。）又は原動機付自転車（法第７７条第１項の規定に

よる許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験

において使用されるものを除く。）（以下「原動機付自転車等」

という。）を運転するときは、市町村（特別区を含む。）の条

例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けるこ

ととされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動

機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

�・� 省略

（道路の使用の許可）

第１９条 法第７７条第１項第４号の規定により、公安委員会が警察署

長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の

各号に掲げるものとする。ただし、公職選挙法に基づく選挙運動

又は選挙における政治活動として行われるものを除く。

�～� 省略

� 道路においてロボットの移動を伴う実証実験又は人の移動の

用に供するロボットの実証実験をすること。

（運転者の遵守事項）

第１２条 法第７１条第６号の規定により、車両又は路面電車（以下「車

両等」という。）の運転者が遵守しなければならない事項は、次

の各号に掲げるものとする。

�～� 省略

� 普通自動二輪車（原動機の大きさが、総排気量については

０．１２５リットル以下、定格出力については１．００キロワット以下の

ものに限る。）又は原動機付自転車

（以下「原動機付自転車等」

という。）を運転するときは、市町村（特別区を含む。）の条

例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けるこ

ととされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動

機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

�・� 省略

（道路の使用の許可）

第１９条 法第７７条第１項第４号の規定により、公安委員会が警察署

長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の

各号に掲げるものとする。ただし、公職選挙法に基づく選挙運動

又は選挙における政治活動として行われるものを除く。

�～� 省略

� 道路においてロボットの移動を伴う実証実験

をすること。

平成２７年７月３１日 発行
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